
 

 

景観届出制度の考え方について 

 

都市・まちづくり課 

 

１ 基本的な考え方 

(1) 景観法は、建築物・工作物等の用途・目的による立地規制はできない。建築等の行為に

ついて届出により良好な景観形成を誘導するもの。 

(2) 景観届が提出された場合、添付書類が整っていれば受理せざるを得ない。 

(3) 景観条例及び同施行規則により義務付けた図書の添付を求めるとともに、内容確認等を

実施するなど景観届出制度の中での対応を行う。助言・指導に従わない場合、必要に応じ

て法に基づく勧告又は変更命令を行うことも検討する。 

 

２ 手続きの流れ 

事業者 県 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

勧告に従わない場合は氏名等の公表、 

変更命令に従わない場合は 50万円以

下の罰金となる。 

 

届出受理から 30日経過後に着手可能と

なり、差し止めは不可 

（変更命令を出す場合は最長 90日まで  

 延長可） 

 

助言･指導 

  勧告   又は 

  変更命令（※２） 

(事前に景観審議会の意見聴取が必要) 

計画・ 

設計の 

変更等 

氏名等の公表 又は 

50万円以下の罰金 

行為の届出 

従わない場合 

従わない場合 

内容確認 

(※１ 景観計画一部抜粋) 

ア 配置 地形の高低差を生かして周辺の自

然景観に調和するような配置とす
ること 

イ 規模 周囲の基調となる景観から著しく

突出した印象を与えないような規
模、建築物等と敷地との釣り合
い、高さとすること 

ウ 形態・ 
 意匠 

周辺の山並みと調和する形態とす
ること 

エ 材料 反射材のある素材を極力使用しな
いように努め、やむを得ず使用す
る場合には、着色等の工夫をする

こと 

 

景観計画（※１）に 
適合しない場合 

３
０
日
経
過
後
、
着
手
可 

(※２ 変更命令は以下の項目に関してのみ可能) 

ウ 形態・意匠 形、デザイン 

エ 材料  

オ 色彩等 色彩、照明 

キ 特定外観意匠に 
 関する付加基準 

公衆の関心を引く目的で
施されるもの 

 
 

行為の着手 

資料２－２ 



 

 

３ 勧告・変更命令について 

 勧告 変更命令 

法※1根拠条文 第 16条第３項 第 17条第１項 

概 要 

届出の行為が景観計画に定めら

れた制限（景観育成基準）に適

合しないと認めるとき、届出者

に対し設計の変更その他の必要

な措置をとることを勧告できる 

特定届出対象行為（建築物の建

築等及び工作物の建設等）が景

観計画に定められた形態意匠の

制限（景観育成基準）に適合し

ないと認めるとき、届出者に対

し設計の変更その他の必要な措

置をとることを命ずることがで

きる 

実施時期 
届出があった日から 30日以内

【法第 16条第４項】 

届出があった日から 30日以内 

（実地調査の必要等合理的な理

由があれば、90日を超えない

範囲で延長可） 

【法第 17条第２項、第４項】 

景観審議会の 

意見聴取 

景観育成に重大な影響を与える

ものとして規則で定めるものに

限り必要 

【条例※2第 14条第１項】 

必要【条例第 16条】 

従わない場合の 

対応 

届出者の意見陳述等を行った上

で、従わない旨を公表 

【条例第 14条第２項】 

50万円以下の罰金 

【法第 102条第１項】 

H28～30年度件数 

（長野県／全国） 
０件／87件 ０件／０件 

備 考 勧告と変更命令を両方行うことはできない【法第 17条第１項】 

    ※1 法 ・・・ 景観法      ※2 条例 ・・・ 景観条例 

 

４ 課題 

 (1) 景観育成基準が定性的であり、明確に適合しないと判断することが困難 

 (2) 原則、届出があった日から 30日以内に行う必要があるが、その間に現状を把握し、審議

会の意見聴取を行った上で勧告又は変更命令を行わなければならず、時間的な制約がある 

 

 

 

 

 



 

 

５ 他自治体の事例 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 審議事項 

 (1) 景観規則第 10条第１号から第３号を踏まえ、太陽光発電施設等の設置に係る届出行為の

うち景観育成基準に適合しないと当課で判断するものについて、景観審議会の意見を聴く

こととしてよいか 

 (2) 届出から 30日以内で対応することとされているため、状況に応じて委員各位にご参集い

ただく会議形式ではない方法（例：オンライン会議、書面会議）で開催することとしてよい

か 

   ※オンライン会議の場合 → 出席者が過半数以上で審議会成立 

       書面会議の場合 → 意見提出者が過半数以上で審議会成立 

Ａ県（勧告） 

行為：建築物の増築 

景観形成基準： 

① 外観（意匠・形態） 

「屋根は、こう配のある屋根とする

ことにより●●の山なみの景観との

調和を図るとともに、高い所からの

眺望に配慮するものとする」 

② 敷地の緑化 

「建築物と調和し、周辺の景観との

一体性が出るような緑化を施すもの

とする」「敷地の道路と接する部分に

は、高木等による修景緑化に努める

ものとする」等 

勧告理由： 

①こう配屋根とすべきところ、対応

されなかった 

②敷地が全面コンクリートで舗装さ

れ、緑化がなされなかった 

B市（勧告） 

行為：工作物の建設等及び土地の形

質の変更 

景観形成基準： 

①河川景観への調和 

「河川及び道路から工作物及び当該

行為地が容易に望見されることのな

いよう、中高木による遮へいによる

修景を行うこと」 

②形態意匠基準 

「大規模な人工物は、●●川の連続

する水辺の景観を阻害しない規模及

び配置とすること」 

勧告理由： 

①十分な遮蔽効果が確認できず、全

てが確実に活着し継続的に維持管

理されることは確約されておら

ず、継続的な遮蔽が保障されてい

ない 

②●●川の水辺景観の連続性を阻害

し、周辺環境への影響を考えた位

置にあると言えず、基準に適合し

ない 


